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令和５・６年度第８回国分寺市青少年問題協議会 

 

日 時：令和６年１０月４日（金） 午後２時～４時 

場 所：国分寺市役所 書庫棟会議室 

出席委員：成瀨大輔（会長）、田中芳幸（副会長）、長谷川久見子、井上和憲、三ツ木静

江、右髙博之、西川葵、青木伸道、瀧山美恵、丸山智史 

欠席委員：熊沢渉、波田桃子 

事 務 局：子ども家庭部子ども若者計画課（千葉課長・城内若者支援担当係長・大原） 

傍 聴 者：２名 

 

会  長：定刻になりましたので、これより令和５・６年度第８回国分寺市青少年問題協

議会を開催したいと思います。本日の協議会の成立について、事務局から報告

をお願いいたします。 

事 務 局:本日の協議会の成立について、御報告いたします。委員 12 名中、現在の出

席委員が９名、欠席委員が３名です。委員の過半数の出席がございますので、

国分寺市青少年問題協議会条例第５条の規定により、本日の会議が成立する

ことを確認いたしました。尚、右髙委員より 15 分程度遅れるとの旨の連絡

が入っております。それ以外の２名については、本日欠席の御連絡をいただ

いております。 

会  長：ありがとうございます。会の成立が確認できましたので、これより令和５・

６年度第８回国分寺市青少年問題協議会を開催いたします。では、続きまし

て、事務局より本日の配布資料について確認をお願いいたます。 

事 務 局：本日お配りしている資料は、次第が１枚、資料として成果物となるポス

ター案を５枚、机上に配布させていただいております。過不足等ないか、御

確認いただければと存じます。その他に、前回の会議録の確定版をお配りし

ています。会議資料の確認は以上となります。 

会  長：ありがとうございます。それでは、次第に沿って進めさせていただきます。

本日の協議事項は、令和５・６年度の成果物に関する協議となっております。

初めに事務局より資料の説明をお願いいたします。 

事 務 局：前回の協議会でいただいた御意見を基にポスター案を５点作成いたしまし

た。資料１を御覧いただければと思います。こちらは、前期に作成したポス

ターのタイトルとイラストをポスターの上半分におさめ、ABCDEF の案内を

入れるスペースを下半分にもってきており、配置を変更しているものになり

ます。続いて資料２は、資料１をベースに前回協議いただいた学生が入って

いるイラストに差し替えたものになります。また、文字のフォントも変更し

ております。資料３につきましては、文字のフォントとイラストを変えてお

ります。イラストは前回の協議会の資料２で配布したイラスト一覧に掲載し
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ているものになります。資料４につきましては、写真ベースのものもという

御意見をいただいておりました。また、他課で配架していたポスターのデザ

インを教えていただいていたものがありましたので、その配置を参考にした

ものになります。資料５は、私が作ったものになりますが、写真を入れたイ

ラストで、思いついたイメージがあったので、仮にということで作ったもの

になります。入っている文字等は、私が勝手に入れてしまっているので、御

参考までにということで見て頂ければと思います。資料の説明は以上となり

ます。 

会  長：ありがとうございました。では、今お配りいただいた資料についての御質問、

あるいは御意見、あとは成果物についての御意見でも構いませんけれどもあり

ますでしょうか。実質、今日と次回で内容を固めなければいけない感じとなっ

ております。今回配っていただいた具体的なイメージを基に進めていければと

思っております。前回、文字のフォントであったり、使えそうなイラスト２パ

ターンを使ったりですとか、あとは御意見頂いた中で、お子さんの写真を使え

ないかということで、フリーの写真を使った案を出していただいています。校

正もそうですし、イラストの取扱や ABCDEF の案内、ここが一番悩ましいとこ

ろかと思いますが、どういった情報を載せるとか、校正についても含めて、御

意見をいただければと思います。まず最初に、御質問等がもしあれば先にお出

しいただければと思うのですが、いかがでしょう。大丈夫ですかね。取りあえ

ず、では議論していく中で、多分またこういうのはどうなのと出てくると思い

ますので、率直にそのときに事務局のほうで個別に回答いただければと思いま

す。 

委  員：これについて感想のようなことですけれども、資料１については、これは以前

のものそのままという感じですね。この間も言いましたけれども、とんがった

文字は小さい子が感じる、それをそのままはちょっとどうかな、これが１つで

す。 

  それから資料２と３については、２はちょっと寂しい感じがするなというこ

とと、２と３ともに「育つ」という字が２回使われている。これは普通しない

ことですよね。特別にこれを何か強調したいのだということでない限り、する

ことではないと思います。 

  それから５ですけれども、これ不登校の今を考えるということでの文字も

入っていて、ここでやってきたことと重なっていていいかなという気はします。 

  以上です。 

会  長：ありがとうございます。若干補足しますと、前回このタイトルの文字ですね、

私のほうで、最終的にこんなのどうでしょうかということで、「地域でやさし

く見守る子どもの育ちと学び」ということで御提案させていただいて、資料の

４と５はその形で作成していただいていて、多分作業中にちょっと漏れてし



3 

まったのかなと思います。もし皆さん御異議なければこの「地域でやさしく育

てよう子どもの育ちと学び」ではなくて「地域でやさしく見守る子どもの育ち

と学び」ということで、訂正いただくような形で進めたいと思っています。確

かに育ちと育ちが２回続くのは文章として違和感が結構強いので、そこは修正

していただければと思っています。 

  では、まずフォントですけれども、前回、とがった文字ではなくてもう少し

優しいフォントがいいのではないかということで、資料の２番、３番ですか、

こういった形で出していただいております。率直に資料１の文字よりかは２と

か３、もうちょっと丸い字のほうが皆さんいいだろうと思われますでしょうか、

いかがでしょう。特にあれですかね、よろしいでしょうか。 

  では、フォントについてはちょっと丸みを帯びた文字を選択していく、一応

資料４とか５で、よりとがってはいないですが、通常のフォントに近いような

文字も使っていただいていますけれども。丸み、ごめんなさい、資料２番と３

番のフォントもちょっと違うのですね、これ。 

事 務 局：２番と３番は、私たちの通常のパソコンでは作れない文字体を、別でちょっと

発注したのを張りつけたのです。そのため、言葉が変わったところが対応でき

ませんでした。申し訳ございませんでした。なので、もしこのパターンを選ぶ

となると、ちょっと外注して文字を作ってくるような形になります。 

  ４番と５番の文字体は、もともとパワーポイントとか、そういったところで

入っている文字体を使っていますので、微修正も簡単にできる字体にはなりま

す。 

  確定すれば、また依頼を出して修正して、２行で作るとか、３行で作るとい

うところも決めていただいた上で、この言葉とこの文字のフォントで、こうい

う文字の配列で、色でとかというのを決めた状態で依頼を出したいなと思いま

す。 

会  長：例えば２番、３番の文字を選択しても、色はまたこの前年度のように変えるこ

とも可能は可能なのですか。 

事 務 局：変えられます。なので最初にちょっと指定を頂く必要が出てきます。微妙にこ

こをやっぱり、オレンジをもうちょっと濃くとかとなると、また依頼して修正

しなければいけなくなってしまうので、あらかじめ決まればそのまま依頼を出

させていただきます。 

会  長：ありがとうございます。そうですね、私も個人的には資料２番のこのフォント

がとてもイラストと相性のいい、ちょっとかわいさもあって目を引く、見やす

いフォントかなと思いました。他方、イラストに関しては確かに構成的にはこ

ちらの資料２のほうを選択してしまうと、どうしてもばらけてしまうというか、

ぎゅっとなかなか詰め切れないという前回も話があったと思うのですけれども。

そうするとイラストを使う場合には資料３のような形が見栄えとしてはいいか
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なと個人的には思います。そのあたりも皆さん率直にいかがでしょうか。 

  それともう１つ、前回御提案いただいた写真のバージョンというので、資料

４と５番、あくまで例としてですけれども。背景にランドセルをしょった子ど

もの後ろ姿の写真を薄く入れて、メッセージを両方入れていくという構成と、

今、ダイレクトに画像を張りつけるような。 

  感想的なものでも構いませんので。 

委  員：この資料４と５に使われている写真というのは、これはどこかフリー素材から

自由に使っていいものを持ってこられたのですか、質問です。 

事 務 局：はい、そうなります。使っていいもので、フリーのものを使ってあります。 

委  員：資料５の写真を使っているのは、インパクトがあっていいなというのが、まず

ぱっと見たときの感想です。もし暗い部分に白い文字、中身はこれから考える

にしても、白い文字は浮き出て見やすいのではないかなという印象は受けまし

た。 

  以上です。 

会  長：ありがとうございます。これも拝見していて今、お話しいただきましたけれど

も、資料１、２、３辺りですと、ぱっと見たときに、今期のテーマは不登校な

のですけれども、何のテーマかというのがちょっと分からなくて、構成をしっ

かり考えないといけない。それが分かるような、もう少し文字を足すとか、何

か少し工夫が必要かなと率直に感じたのです。逆に資料５ですと、割とダイレ

クトにテーマが伝わりやすいという部分が若干あるかなと思いました。 

事 務 局：今、おっしゃっていただいたように、私の方で写真をわざと暗くなるように、

写真の上に加工を加えております。明るいものという要望ではあったのですけ

ど、ちょっとこの言葉を入れるなら暗くしたほうがいいかなと思って、わざと

ちょっと暗くしました。ですので、写真を明るくしたりも対応できます。 

会  長：本当は素材からちょっと暗く少し加工している。 

事 務 局：本当はもうちょっと普通の下校の写真みたいな感じだったかなと記憶している

のですが、それを暗くなるように加工しました。 

委  員：私もこの５番目がすごくインパクトがありましたね。この案内文、Ａ、Ｂ、Ｃ

というのにはどんな感じで。そこまではまだあれでしょうかね。この今、３つ

入っていらっしゃるのですが、そのほかには入らず、この構成ですか。どうな

んでしょうか。 

会  長：そこは皆さんの議論の内容の１つになってきますので。例えば今、これ多分写

真、画像ですので、これちょっと縮めたりとか、少し縮小するとかもできると

思うのですけれども、その中で少し案内の情報量、今、３つの窓を入れていま

すけど、この中身も一応事務局のほうであくまで案として適当に入れて。 

事 務 局：すみません、許可をもらったとかそういうのは全くなく、私が適当に入れてし

まったので、言葉も皆さんの許可ももらわずに入れてすみませんでした。 
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委  員：すごくいいです。本当言うと今、考えたいという意思はしっかり出ているので、

すごくいいなと思いました。 

会  長：ぱっと見、何となく防犯のイメージがちょっと、防犯ポスターのイメージがあ

ると思ってしまったのですけれども、どうですか、このあたり。 

委  員：そうですね、写真を載せることについては非常にインパクトがあって。防犯に

も見られそうな感じもしますが、やっぱり後ろ姿の寂しそうな女の子というの

は、いわゆる文字と相まってちょうど不登校というメッセージが、インパクト

が強いのかなというのと、あと不登校が普通なのだというメッセージを入れら

れるような、特別なことでなく、当たり前に誰でもなるようなものだという

メッセージで問いかけていけば、迷っている不登校になる、ならないとか、そ

ういったことは普通なのだというメッセージを保護者の方とか、そういった方

にメッセージというものが、載せるのであればこの写真のほうがやっぱりイン

パクトがあって、気を引くかなという気はします。 

会  長：ありがとうございます。これはもともとのこのテーマを決めた出発点が、お子

さんたち不登校になってしまったときに、保護者の方もどうしたらいいか、正

直すごく分からない状況の中で、困り果てているというお話があって、少しで

も道しるべになるような情報提供、まず何をやればいいのか、何をすればいい

のかすら分からない中で、その第一歩になるような情報提供だったりというも

のが作れたらというところもあったと思うのですね。 

  なのでこのポスターを向けるメッセージの相手としては不登校のお子さんが

いる、あるいはちょっとその不安のあるようなご家庭だったり保護者に向けた

メッセージをメインに据えていくということで理解しているのですが、皆さん

そこはよろしいですか。 

  遅れてきた委員もいらっしゃいますので、これまでの流れを簡単に話します。

今、案として資料１、２、３、４、５ということでイメージを作っていただい

ておりまして、幾つか意見を頂いた中で、文字を使うのであれば、２番とか３

番、１番のとがったようなやつではなくて、丸みの帯びたフォントがいいだろ

うという話がありました。 

  あとイラストに関して、使うのであれば、これは私の意見なのですけど、２

番よりか３番のほうがまとまりがあっていいのではないかと。ただ、具体的に

写真を使ったイメージですね、資料５番というのがあるのですけれども、文字

もこの下の案内の内容も、事務局のほうで取りあえず案ということで、勝手に

というか、取りあえず埋めているもの、仮に埋めているものなのですが、今、

皆さんの御意見からすると、資料５番が非常にインパクトもあるし、メッセー

ジとして伝わりやすいものがあっていいのではないかと。これは不登校という

ネガティブなイメージを強調するよりかは、もう誰しも当たり前になるものだ

し、そんな変なことではないし、不登校としての学校外での学びというのは当
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然できるのだよというポジティブな何かメッセージにしたりとか、少しいろい

ろやっていったほうがいいのかなと、少し工夫もしてそういうイメージを打ち

出していったらいいのではないかというのは、そんな今、方向性が少し見えて

いるという状況です。 

  ほかに御意見いかがでしょう。お願いします。 

委  員：もう１回になりますけれども、５・６年度の成果物という意味合い、これが１、

２、３だとぼけている。５だとはっきりしている。それと会長がダイレクトと

いう表現を２度使いましたけど、ダイレクトであることというのは、こういう

ポスターなどにとってはとても大事なことかなと思います。ですから５番のス

タイルがいいのかなと思います。 

会  長：ありがとうございます。そうしますと、構成としては資料５を作っていただい

たような構成をちょっと前提に、必要な手を入れていくという方向でちょっと

進めたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。 

  この文字なのですけど、写真を使うと資料の１、２、３にあるような工夫し

たフォントよりかは、もともと入っている、文章に書くような文字を少し使っ

たほうが相性はいいのかなと、ちょっと個人的には思ったのですが、その点は

何か御意見ございますでしょうか。 

事 務 局：今、５で本当にいいのであればですけれども、ちょっと作った意図とかも御説

明してもよろしいですか。 

会  長：お願いします。 

事 務 局：会長がおっしゃっていただいた「地域でやさしく見守る学びと育ち」という言

葉は、バランスを考え、３行だとちょっと幅をとり過ぎなように感じたので、

２行に収めることを考えてみたのです。そのときにどこで言葉を区切るか迷っ

てしまいまして、それで「地域で見守る」に短くしたのと、あと「子どもの」

という言葉を最後に入れたというのがありました。なので、私が変えたポイン

トで、上が長くて下が短くなる見え方がいいのかと思ったときに、ちょっとバ

ランスがよかったので、こういう上が６文字、下がもうちょっと多い文字とい

う形のバランスに変えました。 

  次に、やっぱり写真のインパクトが強かったので、丸い文字にし過ぎると、

何かぼやけた感じもあったので、何となく教科書とかに載っているようなこの

フォントを選んでみました。暗くなりすぎてしまうかもと思ったので、ちょっ

と色を入れたり、周りに黄色の縁を入れてみたり、文字体を工夫してみました。 

  また、写真はちょっと暗くしたほうがいいかなと思ったので暗くして、白文

字を浮かせるような加工しています。 

  写真を小さくして、情報量を増やすというのも思ったのですが、ポスターと

して考えるなら、読むものではなく、パッと見て感じ取ってもらうものかと思

いましたので、あまり文字が多過ぎないようにしました。それで写真をできる
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だけ一番大きくして、文字の案内のところは３つにし、下に添える程度にしま

した。写真が小さくなると、暗いイメージは和らぐと思いますが、インパクト

も薄れてくるのかなと感じたところです。ちょっとやってみないと分からない

部分もありますが、私が作ったときの感想はそんな感じでした。 

  すみません、以上です。 

会  長：やさしくは一応バランスを考えてとってある。 

事 務 局：この案では、そうさせてもらいました。 

委  員：今、意図ということで言われましたけれども、この文字、文言というところで

いうと、これまでのここの発表というところでは、レッツという意味が、いつ

も入っていたかなと。だから、地域で見守ろうと語りかける、そういった意図

が入るともっといいかなという気はします。 

会  長：そうですね、呼びかけになるということですね。一緒に、レッツ、見守ろうと

いう。そのほか、気になるところ、今の話の流れでもいいですし、ほかのポイ

ントでもいいのですけれども。御意見いかがでしょうか。 

委  員：今、資料５番を見ていて、一番上にテーマがあるのでけれども、これって写真

を上に持ってくるポスターとかもあるではないですか。写真を上に持ってきて、

テーマを真ん中にして、その下に資料というか、という配置にするのも、また

ちょっと一工夫あって、目を引く形がとれるのかなと。配置をいろいろ工夫し

てみるのもいいのではないかなと。言葉としては「見守り」ということを入っ

ているのはすばらしいなと思って、やはり周りの人たちが見守ることがやっぱ

り今、子どもたちにとっては大切なので、その言葉のほうが私はいいのかなと

ちょっと思いました。 

会  長：ありがとうございます。確かに見守るってとても大事なことですよね。その子

にとって何か大人の考える支援とか援助という、逆に負担になってしまったり

とか、マイナスになってしまうことがありますので、もう、とにかく見守るの

だと。本来持っている力はきっとあると、見守るのだというところの姿勢が出

てくるといいなと。 

  そうするとちょっと、今日の議論を踏まえて、ある程度最終版に近いものを

事務局のほうに次回までに作っていただく予定なのですけれども、バージョン

として今の真ん中の位置のものと、上にずらすものと、もしかしたら２パター

ンお願いしてもいいのかもしれませんね、お手間なのですが。 

委  員：写真を上に持ってくることは、すごいいいかなと思ったのですが、写真の下の

「子どものことで悩んだときは」という文言が、この上の「見守ろう」からつ

ながったときに、写真の下だからちょっといいのか分からないですけれども、

文字から文字というのが違ってくるのかなと思うので、写真をもし上へ持って

いくなら、ちょっとここの部分が差別化できるような工夫があるといいなと

ちょっと思いました。 



8 

会  長：そうですね、はい。 

委  員：すごくすき間がありますよね。 

会  長：ありがとうございます。このタイトル、テーマと、その下のつながりというか

関係性が、写真が間に入ることによって、うまく並んでいるもの、文脈という

か、ポスターの読んだときの流れがちょっと入れ替わってしまうところで気に

なるなというところですね。 

委  員：いいですか。今、言われた「子どものことで悩んだ時は」というのは、外して

もいいかなと思うのです。その分、スペースもとれるのが、少し写真を縮める

ことで、もう少し情報を求める人たちに与えられるかなと思うのですね。「地

域で見守る」と「子どものことで悩んだときは」というのは、正直イコールに

ならないではないですか、対象が。基本的に地域の人たちに呼びかけるもので

あるのだったら、あえてそのところはこういった情報がありますよという情報

を載せる形にして、あえてその文言を外してもいいのではないかなとちょっと

思いました。 

会  長：ありがとうございます。そうですね、保護者向けメッセージとはいえ、保護者

の中には地域の方、大人もある意味入ってくる、保護者以外の家庭も捉えてい

くということも含んでいるのかなと思いますので。「子どものことで悩んだ時

は」というこの表現は、このままでいくのか直すのか、入れるのか、取るのか

というところも１つポイントかなと感じてはいました。そうですね。取ってし

まって、もう少し情報量を増やしたい。 

委  員：取ってしまっても問題はないのかなと。そうなるとテーマが１つに絞られる、

テーマが分散しない、誰に向かって呼びかけているかというのが分かりやすい

かなというのは思いました。 

会  長：ありがとうございます。今、御意見頂きました情報量を、まず何を載せていこ

うかということもありますし、今、これ３つ窓が設けられていますけれども、

ほかの案だと６つぐらいということで、もうちょっと増やしてもいいかなとい

う御意見もあるのかもしれません。 

委  員：私、初めに資料５番の印象がいいなと言ったのは、この写真が入っているレイ

アウトのことを言っていて、この下のことは要検討かなという意味合いもあっ

たのですね。多分これは今、載っている３つは、恐らくそのページに飛ぶと思

うのですけれど、そういうのではなくて、またちょっとここは要検討かなと思

います。 

  ただ、さっき写真を上にやると真ん中にやるという話があったときに、両パ

ターン作ってみるのはいい案だなと思ったのと、あとタイトル、写真を暗くし

て白で見やすくするに加えて、上にあるタイトルは今、黄色とブルーと緑で

いっているのは、タイトルのほうで明るくというのはすごくいいなという印象

は受けました。資料２や３のような１色よりは写真のところが暗い分、こっち
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を明るくするのはいいなと思っていて、さらにこの資料５でいいなと思った点

は、使用するカラーを黄色、ブルー、緑の３色に絞っているところです。カラ

フルにするときに 10 色も 20 色も使うと、逆に印象としてよくないので、ある

程度の絞った色合いのカラーで統一感を出すというのは非常に効果的だと思う

ので、そういった点でも資料５の色使いとか、そういうのはいいなと感じたと

ころです。 

会  長：ありがとうございます。今、色使いのことはいろいろお話しいただきました。

私もそうかなと感じる部分は多々あります。 

  あと今、気づいたのですけれども、これ一応地域、見守る、学び、育ちとい

うところで、何となくそのワードに関連しそうな色と、リンク先を当てはめて

いただいているのかと。なかなか密かに工夫していただいているなというのに

気づきまして、ありがとうございます。 

  そうすると写真の配置はパターンで最終、選択するということと、あとこの

文字は、もう場合によっては取ってしまって、窓口３つが要検討なのですけれ

ども、忌憚なく、もともと民間のフリースペースとかフリースクールとかとい

うのも紹介できればみたいな御意見もあったと思います。私もそう思うのです

けど、公的な、国分寺市の建前上、なかなか公的な自治体が委託事業とかやっ

ている先ではない、純粋な民間のフリースクール、フリースペースとかを紹介

するのはちょっと難しいのかなというところは、前もちょっと話題にもさせて

もらってあるのですけれども、そういう認識でよろしいですかね。 

事 務 局：個別の学校というのはちょっと難しいかなと思っています。例えば教育委員会

のほうで一覧を作っていますみたいなページに飛ぶのであれば問題無いかと思

うのですけど、一つの学校紹介みたいなのはちょっと難しいです、すみません。

青少協としてそこがよかったというお墨つきを与えるようなものになってしま

いますので、そういう意味で受け取られないようにするためには、一学校を

ピックアップするというのはちょっと避けた方が良いと考えます。 

委  員：一覧とかというのでも、ないですよね。 

事 務 局：恐らく作られていないと思います。 

委  員：多分把握し切れてないですよね。 

事 務 局：前回か前々回かちょっと問い合わせしたときには、やっぱり全部を網羅できて

いるというものは、塾でもいろいろ教えていたりするところもあったり、何か

線引きが難しくて全部網羅できていないので、なかなかお出しできるものは作

れないという悩みを聞きました。 

委  員：例えばなのですけれども、ＬＩＮＥとかの相談窓口、子どもが相談できる窓口

とかというのは載せることとかは、相談窓口みたいなのはありますよね。 

事 務 局：市でやっている相談窓口ですか。 

委  員：でも主にやっているのは民間が多くなってしまうかと思うのですけれども、Ｎ
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ＰＯとかがやっているものとか、あったと思うのですけど、私、今、東京多摩

いのちの電話のほうのサポートのほうをさせていただいているのです、支援団

体のほうにいるのですが。そういったところとか、子どもができる、相談でき

る場所みたいな、何かＬＩＮＥのチャットでもできたりというところもあるの

で、そういったものとかを載せることができたら、実際に困っている当人が連

絡できる何か窓口もちょっと欲しいなと。これだとやはり見るのは大人になっ

てしまうので、ちょっとそういった子たちが相談できる、当事者、相談できる

ものとかもあったらいいのではないかなとは思います。 

会  長：恐らく公的なものに限られてしまうかなと思うのですけれども、国分寺では子

ども家庭支援センターがやっている、ぶんちっちがやっている「こそでん」と

いうのが、電話相談であります。あと東京都のほうで、たしか子どもの関係の

ＬＩＮＥ相談とか。 

事 務 局：そういったものを掲載するのは問題ないかなと思います。 

委  員：そういうホットラインみたいなものを一緒に載せられたらいいかなと思います。 

会  長：公的な不登校支援窓口とかというのも、子どもが相談できたりとか、保護者が

相談できたりみたいなものでも、もしかしたらいいのか、市に限らず公的なも

のでもいいのかもしれませんね。 

  昨年、ちょっと研究会というか、講師をお招きしてやったときに、居場所で

すよね、学校だけが学びの場ではないのだよと、学校外にもあなたがいて、い

やすい場所で学びができるのだよというサードプレイスのような場所の保障と

いうのがとても大事だなと最近思っているのですけれども、市のほうで居場所

の情報を持っているのはどこなのかというと、やっぱり子ども若者計画課です

かね。 

事 務 局：その定義がちょっと難しいのですけれども、こども食堂であったりとかの居場

所の一応懇談会みたいなものとかは開いておりますので、一定はあるかなと思

います。全部を網羅するというのもなかなか難しいところはあるのですけど、

居場所事業の情報集めのようなこともやっているところになります。 

  「居場所ハンドブック」とか、ちょっと今、情報更新ができていないので、

そこは課題になっているのですが、そういったものを作ったりとか、取り組ん

でおります。前回ですと「オレンジブック」とかもありましたし、今、会長も

お持ちいただいているものですね。 

会  長：居場所を作りたいという方向けの、こういうところとか、こういう目線、観点

とかと、こういったものがありますよという。令和２年１月に子ども若者計画

課が発行しているものですね。 

事 務 局：はい。 

会  長：この居場所マップですかね、これが入っているのですけれども、これは今の

バージョンで、最新バージョンとかであれば、あるいは昔のバージョンでもい
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いのですが、こういうのをつなげるみたいな、ＱＲで読み込むとマップが出て

くるみたいな、そのページがもしあるのであればそういう情報というのもいい

のかもしれないと思います。 

事 務 局：どっちのタイミングが早くなるか分からないのですけど、今ちょうどそういう

話も頂きながら検討しているところにはなっております。 

委  員：この今、教育委員会と子ども家庭部と子家センと載っていますけれども、いろ

いろな相談する可能性があるところを紹介してくれると考えていいのではない

ですか。子家センなんかそれをしなければいけないわけだから、当然やると思

いますがね。 

会  長：恐らく個別に相談していけば、ソーシャルワークの中でこういうところがいい

のではないか、ああいうところがいいのではないかと、関係行政の中で紹介し

てつなげていくということになっていくのだと思いますし、そこの糸口ですね、

つかんでもらうという形が、このポスターとしてはいいのかなと思います。 

事 務 局：先ほどおっしゃっていただいたように、私もまさにそこで、やっぱりいろいろ

な情報を載せるというのもあったのですけれども、ちょっとスペースの問題で

絞らなければいけないときに、私たちは義務教育終了後の不登校とか、ひきこ

もりとかの支援の窓口をやっているのですけど、いろいろな支援機関、それこ

そいろいろな要望に合わせて就労だったり、疾病だったり、いろいろ勉強した

いよというところの御相談、場所をつなぐ役割をしているところであるので、

そこにまずは連絡してくれれば何とか次の支援先につなげることができるかな

という意味で、絞るのだったらその３つにしようと考えたところです。 

  増やしてダイレクトの情報も拾ってもらうというのももちろんありだと思い

ますし、まずは連絡してもらうという、つながるというところでもありかなと

いうところで、後者のまずは連絡して欲しいという方で作成してみました。 

  あと、この５パターンを作るに当たって、やっぱり案内は誰向けのを載せる

のだろうというところをすごく悩みました。この資料５は完全に保護者寄りに、

保護者とかちょっと大人目線ですね、に振ったものを絞って作ってみようとい

うことで作って、地域に不登校の現状を考えていきませんかという投げかけと、

何かあったら問合せしてもらう。多分その３つ、教育委員会もそうですし、ど

この部署も保護者の支援もすれば、多分直接小学生向けの相談先の支援もして

いたりとか、いろいろ幅広くやっているので、情報ががちゃがちゃになってし

まう。ＱＲコードも、もし小学生に広めるのなら要らないかなとか、分かりや

すい載せ方もきっとあるのでしょうけれども、私は統一したほうがいいかなと

いうのを感じました。 

会  長：やっぱり子どものことで悩んだときは、トータルでぽんと置かなくてもいいの

かなと思う反面、前回みたいに、ＱＲを読み込もうと思う動機って、こういう

ことが書いてあるのかなと思って多分読み込むと思うので、何かとっかかりに
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分かるような情報がそれぞれあるといいのかなと思いました。 

委  員：今と同じような意見ですけれども、この上の硬い行政のネーミングだけだと、

同じ大人としても、中身、ＱＲを読むとしても、例えばここに聞きたいとした

ら、どこが一番につなげられるかなみたいなのが、しっかり読んでいったり調

べないとなので、もうちょっと今、おっしゃったみたいに、例えばトライルー

ムに限らず具体的なちょっとしたそういったものが盛り込めるのであれば、文

字があったら、どこにまずは聞いたらいいのかなとか、相談したらいいのかな

と、つなげるにはここかなとちょっと判断基準になるものがあったらいいなと

思いました。 

会  長：ありがとうございます。例えば教育委員会学校指導課だったら、学習相談につ

いてはこちら、子ども家庭部子ども若者計画課だったら、居場所づくりガイド

ブックだったのですけれども、市内の居場所情報はこちらとか、ぶんちっち

だったら子育て相談はこちらと何か書いておくと親切だし、分かりやすいかな

とは思いました。 

委  員：そこに住所は入れないですね。電話番号も。 

委  員：ＱＲが載っていればそこに飛んで、電話もありますし、住所も載っていますの

で。住所と電話番号でなくて、学校の資料についてはこことか、居場所は子ど

も若者計画課、そういうことですね、文字があったほうがいいですね、この枠

の中に。 

委  員：住所、電話以外も中身がちょっと低学年の子とか、中学生ぐらいとかによって

も全然スタートが違うと思うのです、検索するにしても。ちょっと聞いてみた

いなといったときに中身がちょっと見えていると、ありがたいかなと。 

会  長：そうですね、それとちょっと今、私のほうで、学習相談はこちらとか、表現は

ちょっと最終詰めなければいけないのですけれども。 

  子どもが相談したいとなったときに、保護者向けがメインということで、構

成はこれでいいと思うのですけれども、ちょっとスペースがとれるかどうかな

のですが、３つの枠の下に１つ子どもの皆さんへみたいな枠を作って、そこに

こそでんの情報だったりとか、都のＬＩＮＥ相談、子ども相談の情報だったり

とか、ちょっと載せてもいいのかなと。子ども向け窓口、１つ枠を作って、そ

こに子ども向けの情報を載せてもいいかもしれない。子どもが直で見るという

よりかは、それを見た大人が、親がこういう相談があるみたいだよということ

で紹介するとか、伝えていくというような、１つそういう子ども向けの情報を

入れてもいいのかなと思いました。 

  ほかにこういう情報がありそうだとか、こういうのを入れたらどうでしょう

かというのはありますでしょうか。 

委  員：ちょっと私、忘れてしまったので、対象は高校までですか。高校生まで対象で

すか、中学生、義務教育の話だったので。それによってまた違うと思っていて、
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青少年問題は 40 歳までという話も言われていましたので。高校とか大学出ら

れて、その後引き籠った方も対象の問題協議会。ただ、これは不登校に絞った

ので、それで学校というか高校までとかと思っていたのですけど、高校生が入

るなら、もうちょっと高校生がアクセスしやすい文面にしたほうがいいのでは

ないですか。高校生を対象にしていないのだったら今の話だったのです。そこ

で一回区切りができるかなと思いました。 

  もう１つは親と子どもさんか、親寄りになってきて、あとは高校生、もしく

は引き籠っている 30 代の方まで対象にするのであればあれですけど、不登校

なので、ひきこもりは対象でないのかなと。もう１回おさらいもしたいなと。

その上で考えたほうがいいかなと思いました。 

  あと東京のホットラインとか入れたらおかしいですか。都が一番進んでいる

と思うのです。相談窓口は子ども向けと高校生向け、高校を卒業した後、３つ

ぐらいホットラインがあって、それぞれ直接電話ができるようになっていて。

子ども向けはすごくバーチャルになっていて、遊びながら相談できるみたいに

なっていたりする。そこをピッとクリックすると電話がつながるとか。都が

作っていて、それを、都にはこういうページがありますと紹介するだけでもい

いかなと。せっかく都のツールがあるから、都に聞いて、市もこれがあるよと

教えてもらうというのもきっかけになると思います。なかなかこれだけのアク

セスだと、どうしてもホームページへ行ってしまって、そこから２回ぐらいク

リックしないと目的のところに行けないですから。それはそれで目的が違った

りしたら、居場所が知りたい人、ＬＩＮＥの窓口が知りたい人、それから電話

したい人、それぞれあるので、それはそれでいいと思うのですけど、子どもは

できるだけダイレクトに話したりとか、聞きたいとか、チャットしたいとかの

ところで。その２点ですかね。 

  まず青少年は忘れて、学校を対象ですねということ。高校生を含むか含まな

いかでちょっと変わってくるのかなと思いました。高校生は多分親に言えない

という状況で学校に行ってなかったりするのです。行っているというつもりで、

どこか引き籠っている。それは分からないです。そこまで多分行政も追えてな

いです。中学生でももしかしたらあるかもしれない。分からないです。そこを

対象にするか。小学生は間違いなく親の方にいく。中学年、低学年は親の責任、

それによって書き方が変わってしまう。 

  本当に小中学生だけにするということであれば、今までの話どおりでいける

と思います。高校生ぐらいまで入れるのであれば、直接なかなかこの３か所は、

高校生は連絡しづらいと思うので、それでも聞きますよという窓口を東京都は

開設しているはずだから。ホットラインですから。 

  具体的に書くのがいいか分かりませんけれども、高校生以上の方はこちらに

１回問合せしてみてはとやるのがいいかなと思いました。中学生でもいい、中
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高生以上。もしくは小中、小学校高学年でもいけるかもしれないですね。 

委  員：私、この会に入った最初の日に質問したのが、青少年は何歳までですかと聞い

たのですが、お答えはなかったのです。ですから成人ぐらいまで、今なら 18

歳くらいまでのところは考えているのだろうなと思ってきています。ただ、高

校生を対象にと考えたときには、管轄が都なのですよね。ですから高校生のこ

とも考えようよと言われるのは分かるのだけれども、それを含めて考えようと

するのだとしたら、だとしたら都がどうやっているのかということを全部ここ

に出してからでないと、話が始まらないということです。 

委  員：青少年問題協議会なので、恐らくですけど、15 歳までではないと思うのです

ね。その上も含むのではないかと私は思っています。教育委員会学校指導課と

いうのは、小学校と中学校が対象ですので、これを入れるのであれば小中に

限った相談先ということになるので、例えば 18 歳までを対象とするならここ

よりも市の施設の中で、相談できる施設の中で、例えばすみません、他市など

では、国分寺は詳しくなくて申し訳ないのですが、他市などでは 18 歳までな

ら市内に在住していれば、例えば市の教育相談施設というのが教育相談所とい

うのがあって、そこは私立に通っていようが、都立に通っていようが 18 歳ま

で市に在住していれば相談していいですよというのが近隣の市でもあったりし

ます。恐らく国分寺市でもあるのではないかなと思っていますので、学校指導

課も入れてしまうと 15 歳までということになってしまうので、広い意味で捉

えて適切かどうかというのは考えていかなければいけないかなと思いました。 

会  長：今、１つ、確かになという部分もあります。内容を詰めていく上で、今、

ちょっと突き当たっている前提問題というか。青少年の意味、範囲については、

２回目か３回目に事務局からお話ししたのか、聞いたのか、ちょっと覚えてい

ないのですけれども、各法とか制度によって呼び方が様々だったりします。対

象が同じ青少年といっても、あるいは児童とか子どもとかいうのですけど、そ

れぞれの根拠とか制度によってレンジが結構変わるのですね。１つはこの青少

年問題協議会としては、子ども若者計画課が主管しているということもあり、

子ども若者支援の法律の定義にのっとると、大体 30 代ぐらいまで、39 歳ぐら

いまでをレンジにサポートしていこうという枠組みの中での動きなので、青少

年問題協議会が捉えられるのは 10 代、20 代、30 代までが一応対象になるだろ

う。 

  ただ、今回は不登校とテーマを切っていますので、基本的にはやはり在学、

学齢期、学齢のお子さんたちをターゲットにということを選択しているのだろ

うと思います。 

  委員がおっしゃった高校は確かに直接的には都の管轄ということで、どうす

るかというのは少し悩ましいなとお聞きしていて思いました。当然地域に住ん

でいて、市外の高校に通うなんてことはよくあることで、ただ、地域の中で高
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校生のお子さんが学校に行けていないという状況の中で、周りが、地域が少し

見守っていける、あるいは少し何となくこういう情報もあるよみたいな感じで

保護者と話ができたりとかする上では、都の情報を載せても全然いいかなと思

いますし、とはいえ都がどのようにやっているのかちょっと分からないと、そ

れは適切な支援につながるかどうか分からないからちょっとやめておこうとい

うのも１つの手ですし、基本的には国分寺市の主管ということで、市内の小中

学校のお子さんたちをメインに考えつつ、あとは高校生の情報をどこまで入れ

るべきか、入れようかという、そういう枠組みで皆さん考えていただけたらい

いかなと思います。 

委  員：具体的には、この会議、青少年問題協議会に、高校の生活指導担当が呼ばれて、

一月おきに参加している、そんなところもあります。私、参加していたので。

そんなこともやればできるのではないかなとは思います。ただ、それだとした

ら具体的にどう関わってほしいのかというものを持っていないといけないだろ

うなとは思います。 

会  長：ありがとうございます。恐らく先ほどの都のホットラインというのは、高校生

に限らず学齢のお子さん向けのものなのですかね。 

委  員：そうですね、年齢の幅がある。目安が書いてないだけで駄目、受け付けてくれ

ないことはないです。 

会  長：なので市内の窓口に限らず、都の情報なんかもそういった相談、不登校に関す

る相談窓口を紹介しても全然ありかなと思います。 

  今の話で、１つ子ども向けの枠を作るみたいなのは、方向性としては大丈夫

そうですか、よろしいでしょうか。子ども向けの情報窓口とか枠を、窓を作っ

て、スペースがちょっと確保できるかということと、あとその情報が何を表し

ているのか、少し言葉で入れ込んでいく必要があるかなと思います。 

委  員：ちょっと調べてみたら、東京都こどもホームページというのがありまして、そ

ちらのほうを開くと、子どもが自分で相談できる、いろいろなものが載ってい

たので、例えばそれを１個つけると４つでまとまるなとちょっと思ったりはし

ていて、それもいいのかなというのをちょっと思いました。都でやっているも

のなので、問題がなければ、東京都こどもホームページというのにつなげられ

たらいいのかなとは、ちょっと情報として。 

委  員：実際に自分でも相談できるしというのは、それは子どもたちも、もう 10 歳ぐ

らいから、小学校４年生ぐらいから、子どもは親に相談しない子は相談しなく

なってしまうので、そうなってしまうと本人がどこに相談したらいいかと一番

苦しいのは本人なので、親も苦しいのですけど、一番苦しいのは本人なので、

そういったところの情報はやっぱり１個でも載せてあげられたらとは思います。

なので、東京都こどもホームページというのが、載せるのは問題ないのではな

いのかなとちょっと思いました。 
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会  長：ありがとうございます。こどもホームページですね。 

委  員：はい、東京都こどもホームページです。 

委  員：さっき言いましたように、東京都ということだといろいろあります。では、そ

れをどうして選んだのということにもなります。都教委の教育相談センターで

は、やっていることというのはそれなりにあるわけでして、私もいましたから。 

委  員：載せるのであれば、教育相談センターに断って、その影響は大丈夫です。駄目

とはおっしゃらない気が。 

事 務 局：市の庁内だとしても、私たちの課以外の情報を載せるときは、全部そのように

しないといけないので、前回のポスターも全部主管課に了承いただいた上で載

せております。今回も問合せをすればいいだけなので、そこでＮＧが出なけれ

ば大丈夫です。 

会  長：大体今のこの載せてもらっている３つの窓口プラス子ども向けの窓口相当、構

成は少し写真を上に持ってくるのか、下に持ってくるのかというところですね。 

  あともう１つ、今、事務局のほうで考えてもらった写真に載せている文章が

あると思うのですね。「不登校のいまを考える」という言葉自体はぱっとすご

く見やすいし、メッセージも伝わりやすいので、いいかなと思ったのですけれ

ども、ここの部分の文章をどうするか、もうちょっと皆さんの御意見を伺って

詰めたいなと思うのですけど、この点はいかがでしょうか。 

  今、様々な要因で学校に行けない子どもがいますと書いていただいて、知っ

てもらうという意味ではいいのかなとは思うのですけれども、実際に行けなく

なる理由は本人も保護者も分からないけど、何か行けないねみたいな。でも、

しばらく休んだら元気になったねみたいなこともあったりすると思いますし、

どのように地域の保護者、地域の方にこの意識を持ってもらうかという、その

メッセージというか、こんなイメージでというのでもいいですし、こんなワー

ドを使ったらいいのではないかでもいいですし、ぜひアイデアを頂けたらあり

がたいかなと思うのですが。 

委  員：センセーショナルな言い方をしますけれども、私はこの不登校のことで困って

いる、苦しんでいる親御さん、子どもさんに、初めに言いたいことは、行かな

くたっていいのだよ。 

会  長：大事なことですね。 

委  員：そこから考えればいいのだよと。前にちょっとお話ししたかと思いますけれど

も、定時制の高校にあえて来ていた子どもたちの３割から４割が、小学校の３、

４年で不登校、あと学校へ行ったことがないです。そんな子たちが定時制に入

学して、子どもによっては足し算からやるわけです。そういう子たちはほぼ皆

勤で高校を卒業していくのです。怖くないのだよとまず言ってあげたいです。

ちょっとセンセーショナルな言い方なので、危ないことは危ないです。 

会  長：ありがとうございます。とても子どもたちを見守る目線というのですか、見守
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る側がそう思っておかないと、どうしても見守るといっても圧になってしまっ

たりとか、プレッシャーになってしまうことがあると思うのです。とても大事

なワードかなとは思います。確かにポスターにばんと、インパクトが逆に強過

ぎてしまうかもしれませんが、でも本当に大事な目線かなと思います。 

委  員：メッセージ的には、「学校に行けない子どもがいます」という形で書いてあり

ます、これ地域の人はそういう人がいるのだということですけれども、保護者

とか子どもが見たとき、自分らしく過ごす居場所とか時間を見つけられる、学

校に行かなくてもそういうものが見つかるのだよというのをメッセージ的に、

居場所とか時間を自分らしく過ごせる、そういう場所とか時間を見つけようと

いうメッセージを載せるのもいいのかなと思って。行かなくてもいいのだよの

裏返しではないですけれとも、そういうところもあるのだよと、自分らしさを

見つけようというメッセージをちょっと添えれば、少し考えてくれるのかなと

いう気はしました。 

委  員：今、都立高校だって 45 分の授業に耐えられない子どもたちのために、30 分授

業をやっている都立高校があちこちあるのですから。まず、もう困ってしまっ

てどうしようもなくて苦しんでいる、そんなに苦しまなくていいのだよ、ゆっ

くりやったっていいのだし、あるいはもっといったら学校なんかに行かないよ

と言って、家庭教師がついて、本当に王様のための教育を受けている連中がい

るわけだし、それが世界のトップだったりしているわけだし。こうでなければ

いけない、みんなと同じでないといけないと思うところに、まず間違いがある

と私は思っているのです。 

会  長：学びの多様化ですよね。 

委  員：ですからあまりセンセーショナルなことをこういうところにぽんと書いてしま

うというと誤解を生じるので、この場で収めてほしいのですが。 

会  長：大きな流れとしては学びの多様化学校なんて言われて作っていこうという流れ

もありますし、学校とよく、今の学校教育に乗れる子はそこで頑張って学ぶし、

乗れない子はまた別の居場所で学びを得ていく。そして、それぞれが社会的な

自立を目指していく、自分らしく成長、発達していくというのが大きな流れと

してはできていますので、決しておかしなことではないと思います。あと表現

ですかね。自分らしく過ごせる、学べる場所を大切にしていくというメッセー

ジが結構いいかなと、お話を聞きながら思いました。 

委  員：会長が言われた学び多様学校というは、24 年の時点で公私立で 35 校あるので

すけれども、これ文科省のほうは将来的には 300 校の設置を目指すということ

で、そういった多様性を求めているというのはやっぱりありますので、学校だ

けではないのだよというのは文科省が言っていることですので、そういった意

味で自分らしく過ごせるところが見つかるようなメッセージを載せればいいと

いうのをちょっと思いました。 
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会  長：ポスターとしては保護者向けメインという方向性はありつつ、メッセージを考

えると地域社会、地域の皆様に向けたメッセージのほうが何となく書きやすい、

作りやすいなと。やわらかくなるので。呼びかけというか、表現。それはそれ

でよろしいですかね。ぼやけてしまうのではないかという御批判もあるかもし

れませんが。 

委  員：地域で見守るというタイトルになっていますので、見守るということで皆さん

にメッセージとして知ってもらうというのもいいのかなと思います。対象は保

護者に的を絞るということでも、やっぱり見る方は地域の方になりますので、

こういう子がいるのだということで、地域の人も思っていただいて、いわゆる

地域の輪ができていくのかなと思います。 

会  長：ありがとうございます。例えばなのですけれども、いいかどうかは皆さんで議

論いただいて。例えば「不登校のいまを考える」ということは残しつつ、地域

には様々な、細かな要因みたいなのを挙げるとちょっとネガティブなイメージ

になってしまいますので、「地域には様々な理由で学校に行けない子どもがい

ます」、を例えば、子どもたちが自分らしく、・・・ごめんなさい。どうぞ。 

委  員：子どもたちが安心して過ごせるように、地域で見守っていきましょうみたいな

感じの言葉はいかがでしょうか。 

会  長：そうですね。ありがとうございます。学びの機会が多様なのだということも少

し入れたいなと思っています。今の頂いたものをベースに、子どもたちが安心

して過ごせるよう地域で見守っていきましょうというメッセージ。 

  ちょっと長くなってしまうかもしれませんが、地域には様々な理由で学校に

行けない子どもがいます。子どもたちが自分らしく過ごし、学べる場所を大切

にする、学べることが大切ですという、子どもたちが安心して過ごせるように

地域で見守っていきましょうというような文章、今、ざっと、すみません、あ

らあらで今、作りましたけれども、そんな方向性でのメッセージはいかがで

しょうか。 

  学べる場所や機会が大切になります。子どもたちが安心して過ごせるよう地

域で見守っていきましょう。 

委  員：今の字の大きさだと４行ぐらいになりますかね。 

会  長：ちょっと長くなってしまいますかね。 

委  員：もう少し字を小さくする。今の３行ぐらいが一番しっくりくるのかなという気

がする。字が多いというのもあるのですけれども、やっぱりメッセージとして

は「不登校のいまを考える」というメッセージで、それの内容についてはもう

少し細かく、字を小さくしても今、会長が言われたような自分らしく学べる場

所、機会ですね、それを大切にして、安心して過ごせるよう地域で見守りま

しょうというようなセンテンスでどうですかね。 

会  長：ちょっと長いかもしれませんが、１回ちょっと次回までにそれで案を作ってい



19 

ただいて、あとでもう１回確認します、文章。見ていただいて、ちょっとこれ

長いよということであれば、多分文章として趣旨を残しつつ、つなげることも

できるかなと思いますので、ちょっとそれで皆さんに見ていただくという形で

進めたいなと思いますが、よろしいでしょうか。 

事 務 局：会長が今、追加されたところをもう１回いいですか。 

会  長：子どもが自分らしく過ごし、学べる機会や場所が大切になります。 

事 務 局：分かりました。 

会  長：ありがとうございます。皆様から頂いた意見で大分イメージが固まってきたか

なと思います。事務局のほうで、今の情報である程度次回までにブラッシュ

アップした状態で案をお出しいただくことはできそうでしょうか。 

事 務 局：写真を上にして、テーマを下にして、さっきの「不登校のいまを考える」は残

して、その左の文字を先ほどおっしゃったものに変えて、あと「子どものこと

で悩んだ時は」は消してしまって、下の３つはどうするのでしょうか。 

会  長：下の３つは。 

事 務 局：今、把握しているのは、ここに子ども向けの窓口、東京都の確認はして、入れ

られれば入れたい。その他、今、それぞれの課を載せてしまっていますけど、

具体的にどこを載せるかというのは、決まってのでしたっけ。 

委  員：住所をとって住所のところに何か。 

事 務 局：どういうものを入れるかというところはこれからですかね。 

委  員：電話番号は小さくてもいい気がするのです。 

委  員：具体的に何を聞けるかという方が。 

委  員：それが大きいほうがいいです。 

委  員：学習相談は学校指導課だとか、居場所については子ども若者計画課とか、そう

いったことですよね。そこに何が聞けるかというのを住所の代わりに文字を書

く形かなと。 

事 務 局：まだ時間がありますが、そこに何を載せるかまでは、今日は決めないでよろし

いですか。 

会  長：確認しましょうか。教育委員会については、言葉としては学習相談でいいと思

うのですけれども、表現として「学習相談はこちら」とかでいいのですかね。 

委  員：前回は「何々はこちら」でやったのですかね。 

委  員：そうですね。 

委  員：ちょっと１つ確認だけ。先ほど私の発言の中で、教育委員会学校指導課は市立

の小中学校に通っているお子さんを持つところの相談になります。そうではな

くて例えば、調べましたけど、国分寺市の教育相談室は、市内に在住していれ

ばどこに通わせていても相談できるとありますので、そこをちょっともし選ぶ

なら。それは学習相談に限らず、教育相談室はいろいろな相談ができて、その

後の第１回目の相談から振り分けられます、担当を。そこだけちょっと。 
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会  長：そうすると学校指導課は取ってしまって、教育相談室と銘打ってしまってもい

いのかもしれないですね。 

委  員：ＱＲはすぐ相談室に飛びます。 

会  長：教育相談室、一応ホームページの管理は学校指導課になってはいますけれども。 

事 務 局：緑の文字のところを教育相談室に変えればよろしいですか。 

会  長：教育委員会は残していただいて。 

事 務 局：わかりました。教育委員会は残します。 

会  長：教育委員会アレルギーの方もいらっしゃるので。分かるようにそこは。 

事 務 局：住所と電話番号は消すということでしたよね。 

委  員：電話番号はあったほうがいいです。 

事 務 局：わかりました。電話番号は残して、住所は消すということですね。では、電話

番号だけ残して、２次元コードを載せるということですね。 

会  長：学習相談はこちらです、こちらへですかね、こちらです、こちらへ。 

事 務 局：学習相談はこちらへ、ですね。承知しました。 

会  長：子ども家庭部に関しては、これ開くと居場所づくりハンドブックのホームペー

ジに飛んで、細かく見ると居場所の情報、令和２年のものですけれども、が出

てくるという流れなのですね。なので書くとしたら市内の居場所の情報はこち

ら、ということになりますかね。ぶんちっちは、子育てガイドのページに行き

ますね。 

委  員：すみません、子どもの居場所でしたら、市役所のほうのホームページのページ

番号が 1008665 のところが子どもの居場所というページがあるのですね。そち

らのほうに児童館とか市のプレイステーションとか、放課後子どもプランとか、

そういうところに飛べるものが載っているので、もしあれだったらそちらのほ

うが分かりやすいかなとちょっと思いました。 

会  長：ありがとうございます。これは所管が書いてないのですか。子どもの居場所。

このページのほうがいいかもしれないですね。居場所紹介、例えば市ではこん

な居場所がありますということで。 

委  員：飛ぶとぶんちっちに飛んだりとかいろいろするので。 

会  長：なるほど、そうか、ぶんちっち、児童館、プレイステーション。 

委  員：飛べるようになっています。 

事 務 局：黄色の文字のところは、オレンジというか文字のところはどうしましょう。子

どもの居場所という感じ。今、子ども家庭部子ども若者計画課と書いてあると

ころを何かに変えますか。 

会  長：子どもの居場所というふうに、もうオレンジの文字を変えてしまって、市内の

居場所の情報はこちら、で案内しましょうか。あと、ぶんちっちですかね。 

  今、ＱＲ、オレンジブックに飛ぶのですけれども、場合によってはぶんちっ

ちのページがあるようなので、そちらのＱＲを貼ってもらって、子育て相談は
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こちらのような形、多分不登校だけではなくていろいろな、それに起因したり、

その基になるような悩みも保護者の方は抱えている可能性もありますので、ぶ

んちっちのホームページにダイレクトに行くほうがいいかなと思いました。 

事 務 局：ぶんちっちは載せる、青文字はそのまま載せるでよろしいですか。 

会  長：はい、それでいきましょう。 

事 務 局：何々はこちらみたいな形ですか。 

会  長：はい、子育て相談はこちらです。 

事 務 局：子育て相談はこちら。「こちらへ」でしたっけ、「こちら」にするのでしたっ

け、どっちにしますか。「へ」は全部つけますか。 

会  長：相談していくパターンは「へ」をつけたほうがいい。拾うパターンは「こち

ら」でいいと思います。 

事 務 局：居場所のところは電話番号も消すという感じですね。 

会  長：子どもの皆さんへもちょっとつけて、どういう形で載せるのか、まず、こそで

んの電話番号を書いてもらう点と、あとは東京都のこどもホームページ。 

事 務 局：東京都のこどもホームページ。 

会  長：あと、それは何の情報なのかというのを一言何か付け加えたいなと。こども

ホームページは、でもいろいろ盛りだくさんというか、すごいですね。 

委  員：盛りだくさん。 

会  長：面白い、よくできている。 

  子どもの皆さんへという枠を作ってもらって、その中に情報を置いてもらっ

て、ちょっと一言は次回までに考えます。皆さん、考えていただけると。 

事 務 局：子どもの皆さんへは、今ある３つの緑とオレンジと青の枠の下に、こそでんと

東京都こどもホームページ、２つを載せるということですね。分かりました。 

会  長：例えばイメージなのですけれども、相談できるよという子ども向けの平たい言

葉で紹介したいなというイメージですかね。 

  では、すみませんが、ちょっと次回に向けて作業のほうをよろしくお願いい

たします。次回は下の青少協案内文とか、ある意味その部分はもう定型的にで

きてしまいますので。 

事 務 局：わかりました。では、そこは一旦そのまま写してきます。 

会  長：お願いします。皆さんの御協力のおかげで大分イメージが固まりました。あり

がとうございました。 

  では、３番、その他につきまして、移りたいと思いますが、事務局のほうか

ら何かございますでしょうか。 

事 務 局：事務局です。次回の会議日程の御連絡です。次回は 12 月６日午後２時から、

場所は書庫棟会議室を予定しております。開催日が近くなりましたら、開催通

知と次回の資料を送付いたしますので、御確認いただければと存じます。 

  また、開催通知と併せて、本日の議事録案を送付いたします。内容を御確認
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いただき、修正箇所等がありましたら、期日までに事務局まで御連絡をお願い

いたします。 

  事務局からは以上です。 

会  長：ありがとうございました。それでは、本日は以上をもって閉会したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。特によろしいですかね。 

  では、本日はこれで閉会いたします。皆様、どうもお疲れさまでした。 

―― 了 ―― 


